
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
八
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
号

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令

産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
耐
久
性
を
有
す
る
住
宅
の
基
準
等
）

第
一
条
　
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
本
則
の
表
償
還
期
間
の
欄
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
、
柱
及
び
横
架
材
の
全
部
又
は
一
部
を
木
造
と
す
る
住
宅
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
木
造
で
あ
る
す
み
柱
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の
小
径
は
、
十
二
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
（
階
数
が
二
以
上
の
住
宅
に
お
け
る
通
し
柱
で
あ
る
す
み
柱
（
す
ぎ
、
ひ
の
き
、
ひ
ば
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
指
定
す
る
建
築
材
料
又
は
直
接

外
気
に
接
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
指
定
す
る
構
造
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で

あ
り
、
か
つ
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
あ
っ
て
木
造
以
外
の
構
造
で
あ
る
壁
、
柱
及
び
横
架
材
は
、
耐
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
全
部
又
は
一
部
に
枠
組
壁
工
法
（
木
材
で
組
ま
れ
た
枠
組
み
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
た
床
及
び
壁
に
よ
り
建
築
物
を
建
築
す
る
工
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
る
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
壁
工
法
を
用
い
る
部
分
で
あ
る
外
壁
の
下
地
の
材
料
は
、
屋
外
に
面
す
る
部
分
又
は
常
温
湿
潤
の
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
用
い
る
構
造
用
合
板
で
あ
っ
て
日
本

農
林
規
格
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
厚
さ
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
指
定
す
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
っ
て
枠
組
壁
工
法
以
外
の
工
法
を
用
い
る
部
分
で
あ
る
壁
、
柱
及
び
横
架
材
は
、
耐
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三
　
基
礎
は
一
体
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
布
基
礎
と
し
、
地
盤
面
か
ら
そ
の
上
端
ま
で
の
高
さ
は
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
小
屋
裏
の
壁
で
屋
外
に
面
す
る
も
の
又
は
軒
裏
に
は
、
換
気
上
有
効
な
位
置
に
二
以
上
の
換
気
孔
を
設
け
る
も
の
と
し
、
換
気
孔
の
有
効
面
積
の
天
井
の
面
積
に
対
す
る
割
合
は
、
原
則
と
し
て
三
百
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。

五
　
外
壁
の
床
下
部
分
に
は
、
壁
の
長
さ
四
メ
ー
ト
ル
以
下
ご
と
に
、
有
効
面
積
三
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
換
気
孔
を
設
け
、
床
下
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
防
湿
フ
ィ
ル
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
で
覆
う
こ
と
。

六
　
浴
室
、
窓
を
有
し
な
い
便
所
そ
の
他
の
湿
気
の
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
給
気
口
及
び
排
気
機
そ
の
他
の
換
気
上
有
効
な
換
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
（
配
電
管
を
除
く
。
）
で
各
戸
に
共
用
の
も
の
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
の
内
部
に
設
け
な
い
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
の
各
部
分
は
、
耐
久
上
支
障
の
な
い
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分
の
あ
る
住
宅
で
あ
っ
て
、
前
項
の
基
準
に
該
当
す
る
住
宅
と
同
等
以
上
の
耐
久
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
は
、

産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
一
戸
当
た
り
の
金
額
の
限
度
及
び
償
還
期
間
を
定
め
る
政
令
本
則
の
表
償
還
期
間
の
欄
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
耐
久
性
を

有
す
る
住
宅
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
賃
借
人
の
選
定
及
び
家
賃
）

第
二
条
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
包
括
承
継
人
を
含
む
。
）
で
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
が
当
該
貸
付
金
に
係
る
住
宅
を
賃
貸
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
一
号
）
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条

の
二
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
（
当
該
貸
付
け
に
係
る
住
宅
の
戸
数
が
二
十
戸
未
満
で
あ
る
場
合
そ
の
他
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
条
第
三
項
の
規

定
を
除
く
。
）
は
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
、
同
条
第
二
項
の
主
務
大
臣
が
定
め
る
額
及
び
同
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
同
号
ハ
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
産
業
労
働
者
住
宅
資

金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
」
と
、
「
同
号
ハ
（
１
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
イ
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
居
住
し
、
又
は
勤
務
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
所
又
は
事
業
場
」
と
、
第
五
条

の
二
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
に
係
る
住
宅
を
同
号
ハ
（
２
）
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
に
係
る
住
宅
を
同
項
第
三
号
ロ

に
掲
げ
る
者
」
と
、
第
十
一
条
の
二
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
」
と
、
「
第
五
条
、
前
六
条
、
次
条
及
び
第
十
二
条
の
二
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条

（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
（
当
該
貸
付
け
に
係
る
住
宅
の
戸
数
が
二
十
戸
未
満
で
あ
る
場
合
そ
の
他
沖
縄
振
興

開
発
金
融
公
庫
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
条
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
」
と
、
第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
内
の
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
規
定
す

る
資
金
の
貸
付
け
」
と
あ
り
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
令
第
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
又
は
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
」
と

あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
う
ち
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
含
む
。
以
下
「
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
内
住
宅
賃
貸
人
」

と
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
内
住
宅
賃
貸
人
」
と
あ
る
の
は
「
賃
貸
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
賃
貸
人
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
賃
借
人
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
沖
縄
労
働
局
長
の
意
見
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
受
人
の
選
定
及
び
譲
渡
価
額
）

第
三
条
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
包
括
承
継
人
を
含
む
。
）
で
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
が
当
該
貸
付
金
に
係
る
住
宅
、
土
地
又
は
借
地
権
を
譲
渡

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
第
十
六
条
（
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
（
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項
、

第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
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を
受
け
た
者
で
同
号
ニ
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
」
と
、
「
自
ら
居
住
す
る

た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
又
は
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
自
ら
居
住
す
る
住
宅
以
外
に
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
者
で
そ
の
事
業
に
使
用

す
る
産
業
労
働
者
に
貸
し
付
け
、
又
は
譲
渡
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
も
の
」
と
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
居
住
し
、
又
は
勤
務
す
る
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
住
所
又
は
事
業
場
」
と
、
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十

五
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
譲
渡
人
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
譲
受
人
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
沖
縄
労
働
局
長
の
意
見
を
参
酌

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
九
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
一
九
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
一
七
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
が
平
成
五
年
十
一
月
二
十
五
日
以
後
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
沖
縄

振
興
開
発
金
融
公
庫
が
同
日
前
に
受
理
し
た
申
込
み
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
一
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令
第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
沖
縄
労
働
基
準
局
の
意
見
は
、
こ
の
命
令
の
施

行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
同
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
労
働
局
長
の
意
見
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
六
日
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
財
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
財
務
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
よ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
四
十
八
年
／
総
理
府
／
大
蔵
省
／
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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